
 

（表面） 

 

大分市荷揚町１２３番地 

福祉事務所で記入 

治療見込期間 

長期にわたる傷病で、期間の

見込が立てられない場合は

６か月を限度として記入し

てください。 
医療の要否 

この例の場合、令和 8 年 2 月 1 日以降に

治療が必要な状況であるかを判断のう

え、１または２に○をつけてください。 

大分市○○町□□番地 

大分市役所前クリニック 

院長   福祉 花子 

担当医 荷揚 次郎（内科） 
 

令和 8 年 1 月 10 日 

所在地及び名称等 

所在地、名称等はゴム印でかまい

ませんが、必ず日付を記入してく

ださい。 

医療要否意見書（記載例） 

嘱託医が医療の要否を判断するうえで、検査データや機能評価、服薬内容、受診状況、治療経過、今後

の治療方針などの内容が必要となります。そのため具体的な記載が無い場合は、再度記載をお願いする

ことがあります。 

※医療要否意見書の送付に際し、症状把握が不十分な場合、軽微な体調不良（風邪等）

で一時的に受診を行ったものについても送付をしてしまうことがあります。 

その場合、医療要否意見書の記載は不要ですので、お手数ですがその旨付箋などにメモ書

きして頂き、返送願います。 

令和 8 年 2 月 1 日 

「概算医療費」 

当福祉事務所より求めが

あった場合のみ記入して

ください。 

オオイタ タロウ 

大分 太郎 

「初診年月日」 

当福祉事務所より求めが

あった場合のみ記入して

ください。 

転帰（治ゆ・死亡・中止（転医を含む。））

の場合は、いずれかに○のうえ、日付を

記載のうえ、以下の記載はせず、そのま

ま返送してください。 

傷病名等 

現在治療中又は経過観察

中の傷病名のみ記入して

ください。 

 

（裏面） 

 

被保護者の年齢が 15 歳～64 歳の

場合、分かる範囲で就労の可否に

☑をつけてください。 

診療科として判断が

つかない場合につい

ては、記載は不要にな

ります。 

各項目の指定医療機関となっている場合、その可否について☑し、必要事項を記載

してください。 

※既に活用済の場合や該当項目の無い場合は記載不要です。 

生活保護制度において、生活保護受給者の後発医薬品の使用

が原則となります。 

長期収載品を使用する場合は、医療上の必要性をご記載くだ

さい。 


